
税理士法人オーレンス税務事務所
NetOffice 財務会計システム

～適格請求書発行事業者以外との取引に関する
仕訳登録方法について～

インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者以外の者(主に免税業者
等）と行った取引の課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくな
るため、適格請求書発行事業者と区分して仕訳の管理や消費税計算をする
ことが必要不可欠となります。

振替伝票、現金出納帳、預金出納帳、仕訳日記帳の入力時、税区分（また
は相手税区分）に『免業』のチェックボックスが表示されるようになりました。
令和5年10月以降の日付で入力する場合、税区分（または相手税区分）に
従って仕入税額控除の計算を自動でおこないます。

財務会計システムでの対応はこちら

令和5年10月インボイス制度開始に伴うシステム改修のお知らせ

令和5年9月30日までの画面

令和5年10月1日以降の画面



預金出納帳

現金出納帳

※開発途中の画面イメージとなりますので、実際の画面とは異なる場合がございます。

振替伝票

チェックボックスにチェックします。

内税が自動で計算されます。
※経過措置期間のため400円となります。



※注意※
・令和5年10月以前の日付になっている場合は、『免税』のチェックボックスが
使用できません。日付を確認の上、入力を行ってください。

免税業者取引区分を変更した際に表示される確認メッセージが不要な場合
は、 設定→事業所設定→消費税タブ→免税業者取引区分 から変更でき
ます。

仕訳日記帳

※開発途中の画面イメージとなりますので、実際の画面とは異なる場合がございます。

※ご不明点があれば※

・ご不明な点があれば、税理士法人オーレンス税務事務所各担当職員にお
問合せください。


